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【一般競争入札(様式第 5 号の 1)】 

1 Ｒ3 大黒川河川改修工事 

 

2 Ｒ3 彦根市スポーツ・文化交流センター排水設備 

工事 

 

3 衛生処理場定期整備工事 

 

【随意契約(様式第 5 号の 3)】 

4 ごみ焼却場定期整備工事 

 

【指名競争入札(様式第 5 号の 2)】 

5 今橋ほか橋梁修繕詳細設計委託業務 

 

 

 

 

(合計 5 件) 



様式第5号の１（第2条関係） （一般 工4）

工事等担当課： 道路河川課

入  札  方  式 条件付一般競争入札（事後審査型）

工  事  種  別 土木一式工事

工     事     名 Ｒ3大黒川河川改修工事

工  事  概  要

入 札 参 加 資 格

入札参加資格設定の

経緯および理由

入札参加資格の対象者数 　20者

入 札 参 加 者 数 　18者

予定価格（税込み）

最低制限価格（税込み）

落札価格（税込み）

落     札     率 　89.44%

入札の経過および結果 公告日

入札日

契約日

入札者 1回目 2回目 随意契約

山甚建設㈱ 119,320,000 落札

杉本工業㈱ 119,700,000

㈱森音 121,789,000

㈱英機工 67,172,000 失格

谷庄建設㈱ 107,720,000 失格

㈱マルヤマ 111,600,000 失格

八起建設工業㈱ 113,888,000 失格

森秀電設㈱ 114,320,000 失格

㈲豊和建設 115,000,000 失格

㈱雅コーポレーション 115,550,000 失格

丸橋建設㈱ 115,986,000 失格

㈱七福建設 115,989,000 失格

丸山建設㈱ 116,249,000 失格

春日建設㈱ 116,439,000 失格

㈲金岡組 116,577,000 失格

㈱オオミ建設 116,600,000 失格

彦根道路㈱ 116,828,000 失格

㈱橋本建設 118,990,000 失格

契約の相手方 山甚建設株式会社　　代表取締役  山口　太二朗

相手方の住所 彦根市高宮町2935番地

契約締結日

工　　　期 令和3年8月20日から令和4年3月29日まで

契 約 金 額

備考

当初契約の内容

令和3年8月19日

　131,252,000円(税込み)

　130,981,400円(税込み) ／　119,074,000円(税抜き)

　131,252,000円(税込み) ／　119,320,000円(税抜き)

令和3年7月16日

令和3年8月3日

令和3年8月19日

入札金額（税抜き）

抽出事案説明書（一般競争入札用）

・施工延長　L=93.0m

・側溝工（プレキャストU型側溝B1700×H1000）L=5.1m

・側溝工（プレキャストU型側溝B300×H300）L＝19.0ｍ

・暗渠工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB4700×H900）L=85.5m

・集水桝工（場所打5000×1200）N=1箇所

・舗装工、付属施設工、付帯工、仮設工　各一式

入札公告記載の参加資格のとおり

　令和3年度条件付一般競争入札の発注基準のとおり、令和3年度彦根市建設工事等

入札参加資格者名簿の土木一式工事で格付区分がＡに登録されており、かつ、市内

本店業者であることを入札参加資格とするもの

　146,751,000円(税込み) ／　133,410,000円(税抜き)
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条件付一般競争入札(事後審査型)の実施について  

下記の工事請負契約について、次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行うので、地方

自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 6の規定により公告する。 

令和 3年 7月 16日 

彦根市長  和 田 裕 行   

 

工 事 番 号 令和 3年度 第 2802－4013号 

工 事 名 称 Ｒ3大黒川河川改修工事 

工 事 場 所 彦根市 松原町 

工 事 概 要 

・水路工 一式      

・構造物撤去工 一式   

・舗装工 一式 

・付属物設置工 一式   

・付帯道路施設工 一式  

・付帯工 一式 

・道路付属施設工 一式  

・仮設工 一式 

施 工 期 間 契約締結日の翌日から令和 4年 3月 29日まで 

予 定 価 格 事後公表とする。 

最 低 制 限 価 格 有 

見積内訳書の提出 要 

発 注 工 事 種 別  土木一式工事 

入 札 参 加 方 式 単体のみ 

入 札 参 加 資 格 

本工事の競争入札参加資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満た

している者であること。 

(1) 入札日の時点で、代表者が本入札に参加する他の入札参加者の代

表者を兼ねていないこと。 

(2) 令和 3年度彦根市建設工事等入札参加資格者名簿(以下「有資格者

名簿」という。)の土木一式工事において、格付区分の「Ａ」に登録

されている者であること。 

(3) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 15 条の規定による土木工事

業に係る特定建設業の許可を有する者であること。 

(4) 有資格者名簿に登録されている本店が、審査基準日(令和 3年 1月

1 日)の前 1 年を超える日から引き続いて彦根市に有する者であるこ

と。 

(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に

該当しない者であること。 

(6) 彦根市入札参加停止措置に関する要綱(令和元年彦根市告示第 104

号)に基づく入札参加停止措置期間中でないこと。 
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(7) 彦根市入札参加資格者実態調査実施要綱(平成 26 年彦根市告示第

258号)に基づく改善指導を受けた場合、既に改善済みであることが確

認されている者であること。 

(8) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立

て、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申

立て、会社法(平成 17年法律第 86号)に基づく清算の開始または破産

法(平成 16年法律第 75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

(9) 手形交換所により取引停止処分を受けている等、経営状況が著し

く不健全な者でないこと。 

(10) 建設業法第 28 条第 3 項の規定による営業停止処分の措置期間中

でないこと。 

(11) 次のアからオまでの要件に該当する者であること。 

ア 役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合は

その役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から市との取

引上の一切の権限を委任された代理人を含む。以下「役員等」とい

う。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年

法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」

という。)でないこと。 

イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条

第 2 号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。)または

暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。 

ウ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的ま

たは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を

利用するなどしていないこと。 

エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、便宜

を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に

協力し、または関与していないこと。 

オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係

を有していないこと。 

(12) 当該工事について、建設業法第 26 条、設計図面、仕様書等に定

める主任技術者または監理技術者、現場代理人等を適正に配置するこ

とができる者であること。 

(13) 次に掲げる当該工事に係る設計業務等の受託者または当該受託

者と資本または人事面において関連がある者でないこと。 

    株式会社石居設計 

「当該受託者と資本または人事面において関連がある者」とは、次

のアまたはイのいずれかに該当する者とする。 

ア 申請者が当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株

式を有し、またはその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をし
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ている者 

イ 申請者の役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている

者 

契約条項の閲覧場所 彦根市総務部契約監理室 

 設計図面、仕様書等 

の 配 布 方 法 

設計図面、仕様書等の配布については、原則、彦根市入札情報公開シ

ステムからダウンロードし、取得すること。 

設計図面、仕様書等に

対する質問受付方法 

(1) 設計図面、仕様書等について質問がある場合には、その旨を記載

した書面(様式は任意)を次のとおり持参すること。 

ア 受付期間： 令和 3 年 7 月 16 日から同年 7 月 26 日まで(彦根市

の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第 12号)第1

条に規定する休日(以下「彦根市の休日」という。)を

除く。)の午前 9時から午後 5 時まで(正午から午後 1

時までを除く。) 

イ 受付場所： 彦根市都市建設部道路河川課 

(2) 質問に対する回答は、下記の期日に窓口にて公開し、または彦根

市入札情報公開システムにより、インターネットにおいて公表する。 

  公開日： 令和 3年 7月 28日 

公開場所： 彦根市都市建設部道路河川課 

現 地 説 明 現地説明は、行わない。 

入札書等提出方法 

(1) 彦根市電子入札システムにより次の書類を添付して送信するこ

と。 

添付書類：見積内訳書(指定様式) 

条件付一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査用) 

(2) 前号の規定にかかわらず、彦根市建設工事等電子入札実施要領第 7

条第 2項の規定により、電子入札システムが利用できなくなった者で、

入札を紙入札により行おうとする者は、入札書受付締切日時までに紙

入札参加届出書を彦根市総務部契約監理室に持参すること。届出を受

理した場合に限り、紙入札を行うことができるものとする。 

(3) 紙入札の場合は、入札者の住所および商号または名称、開札日、

工事等名称ならびに「入札書在中」と記載した封筒に、入札書・見積

内訳書・条件付一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査用)を封入

の上、入札使用印で封印し、彦根市総務部契約監理室に持参すること。 

(4) 提出された入札書および添付書類を書き換え、引き換え、または

撤回することはできない。 

入札書受付期間等 

(1) 受付期間： 令和 3年 7月 30日午前 9時から同年 8月 2日午後 5

時まで 

(2) 受付方法： 彦根市電子入札システム内とする。ただし、紙入札

による場合は、彦根市総務部契約監理室に持参するこ

と。この場合の受付時間は、午前 9 時から午後 5 時ま
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で(正午から午後 1時までを除く。)とする。 

入 札 参 加 辞 退 

入札書提出後、入札参加者が他の案件を落札し、当該入札案件に配置 

予定であった技術者を配置できなくなった場合は、開札日時までに辞退

届を書面で提出して辞退することができる。 

見 積 内 訳 書 

見積内訳書は、指定様式とし、次の事項を記載すること。ただし、入

札書と見積内訳書記載の金額は、一致させること。 

(1) 入札者の住所、商号または名称および代表者氏名 

(2) 工事名称 

(3) 工事費見積内訳 

入 札 方 法 等 

(1) 彦根市電子入札システムを使用して行う電子入札とする。 

(2) 契約書案、設計図書、仕様書、彦根市契約規則(昭和 44 年彦根市

規則第 33号)、彦根市建設工事等電子入札実施要領等を熟知の上入札

すること。 

(3) 入札回数は原則 2 回(再度入札)までとするが、必要と認める場合

は、3回(再々度入札)まで行うものとする。 

(4) 初度の入札で予定価格と最低制限価格の範囲となる額の入札がな

い場合は、再度入札を行うものとする。 

(5) 初度の入札において入札に参加しなかった者および無効の入札を

した者は、再度入札に参加できないものとする。 

(6) 最低制限価格未満の入札をした者は、失格とし、再度入札に参加

できないものとする。 

(7) 再度入札において、無効の入札をした者および最低制限価格未満

の入札をした者は、再々度入札に参加できないものとする。 

(8) 再度入札で予定価格と最低制限価格の範囲となる額の入札がない

場合は、必要に応じて再々度入札を行うものとする。 

開 札 日 時 令和 3年 8月 3日 午前 10時 00分執行 

開 札 場 所 彦根市総務部契約監理室 

落 札 決 定 の 保 留 
開札後に積算疑義申立期間を設定するため、申立期間 2日間は、落札

決定を保留する。 

金 額 入 り 設 計 書 

閲 覧 期 間 

積算疑義申立期間 

期間： 令和 3年 8月 4日午前 9時から午後 5時までおよび同年 8月

5日午前 9時から正午まで 

ただし、彦根市入札情報公開システムにて入札の中止を発表した場合

は、その時点までとする。 

積 算 疑 義 申 立 者 本工事の入札者に限る。 

積算疑義申立方法 
本工事発注担当課窓口にて、金額入り設計書の閲覧後、積算疑義申立

書を本工事発注担当課へ提出すること。 

競争参加資格の確認 

落札候補者については競争参加資格の審査を行うが、競争参加資格が

ないと認められた者のした入札は無効とし、次に低い価格を提示した落

札候補者について審査を行うものとする。以下同様に、入札参加資格を
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満たす者が確認できるまで審査を行うものとする。 

入 札 結 果 の 公 表 
落札決定後、速やかに彦根市入札情報公開システムにおいて公表す

る。 

入 札 の 無 効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札 

(2) 同一事項の入札について、2以上の意思表示をした入札 

(3) 談合その他不正の行為があったと認められる入札 

(4) 入札保証金を必要とする入札で、入札保証金を所定の日までに納

付しないで行った入札またはその納付額が所定の金額に満たない入

札 

(5) 入札書記載の金額、氏名、押印(電子入札にあっては、入札者の電

子署名または当該電子署名に係る電子証明書)その他入札要件の記載

が確認できない入札 

(6) 入札書記載の金額を加除訂正した入札(紙入札の場合) 

(7) 入札書に見積内訳書ほか添付を必要とする書類が添付されていな

い入札 

(8) 指定様式以外の見積内訳書を添付した入札 

(9) 必要事項が記載されていない見積内訳書を添付した入札 

(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

(11) 入札書が所定の日時を過ぎて到着した入札 

(12) その他入札に関する条件に違反した入札 

入 札 保 証 金 免除 

契 約 保 証 金 

(1) 金銭的保証を付すこと。 

(2) 落札価格の 10％以上を納付すること。ただし、落札価格の 10％以

上に相当する保証事業会社または金融機関の保証をもって納付に代

えることができる。 

(3) 落札価格の 10％以上に相当する債務の不履行により生ずる損害を

塡補する履行保証保険契約の締結または債務の履行を保証する公共

工事履行保証証券による保証を付した場合、契約保証金の納付を免除

する。 

契約不適合責任期間 

お よ び 保 証 金 

(1) 期間 引渡しの日から 24箇月 

(2) 保証金 免除 

前 金 払 有(彦根市契約規則第 64条の規定による。) 

中 間 前 金 払 

(1) 有(彦根市契約規則第 66条の 2の規定による。) 

(2) 中間前金払と次項に定める部分払(債務負担行為等に係る契約に

おける各年度末の部分払を除く。)の併用はできない(彦根市契約規則

第 66条の 3および第 67条の規定による。)。 

部 分 払 有(彦根市契約規則第 67条の規定による。) 

そ の 他 留 意 事 項 (1) 契約書案、設計図書、仕様書、彦根市契約規則、彦根市条件付一
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般競争入札実施要領および彦根市電子入札実施要領、彦根市電子入札

システム共通事項、入札遵守事項(電子入札)等を熟知の上、入札する

こと。 

(2) この入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律(昭和 22年法律第 54号)その他の法令の定めに抵触する行為

を行ってはならない。 

(3) この公告の公表の日から契約の締結までの間に、前記の入札参加

資格に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者とは、契約を締結

しない。 

(4) 落札者は、落札決定の通知を受けたときは、前記の契約保証金に

記載した履行保証措置を講じた上、10日以内に契約書を契約担当者に

提出すること。 

(5) 建設労働者の確保および適正な賃金等労働条件の改善に留意し、

労働災害の防止に留意すること。 

(6) 工事施工に際し、下請け、役務の提供、資材の調達等について、

優先的に市内業者の活用に努めること。 

 



様式第5号の１（第2条関係） （一般 工31）

工事等担当課： 市街地整備課

入  札  方  式 条件付一般競争入札（事後審査型）

工  事  種  別 機械器具設置工事

工     事     名 Ｒ3彦根市スポーツ・文化交流センター排水設備工事

工  事  概  要

入 札 参 加 資 格

入札参加資格設定の

経緯および理由

入札参加資格の対象者数 　18者

入 札 参 加 者 数 　2者

予定価格（税込み）

最低制限価格（税込み）

落札価格（税込み）

落     札     率 　94.49%

入札の経過および結果 公告日

入札日

契約日

入札者 1回目 2回目 随意契約

㈱滋賀ポンプ 45,000,000 落札
イワキ・モリタニ電工㈱滋賀営業所 55,300,000

契約の相手方 株式会社滋賀ポンプ　　代表取締役  西村　邦彦

相手方の住所 滋賀県長浜市下之郷町709番地

契約締結日

工　　　期 令和3年10月15日から令和4年2月25日まで

契 約 金 額

備考

当初契約の内容

令和3年10月14日

　49,500,000円(税込み)

　48,057,900円(税込み) ／　43,689,000円(税抜き)

　49,500,000円(税込み) ／　45,000,000円(税抜き)

令和3年9月17日

令和3年10月5日

令和3年10月14日

入札金額（税抜き）

抽出事案説明書（一般競争入札用）

・排水設備工

　　排水ポンプ設置　    ４基（φ250×11kw）

・土工　　　　　　　　一式

・機械・電気設備工　　一式

・付帯工　　　　　　　一式

入札公告記載の参加資格のとおり

　令和3年度条件付一般競争入札の発注基準では、当該工種については案件による

別途指定としていることから、令和3年度彦根市建設工事等入札参加資格者名簿の

機械器具設置工事に登録されており、かつ、市内・準市内・県内業者であることを

入札参加資格とするもの

　52,388,600円(税込み) ／　47,626,000円(税抜き)
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条件付一般競争入札(事後審査型)の実施について  

下記の工事請負契約について、次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行うので、地方

自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 6の規定により公告する。 

令和 3年 9月 17日 

彦根市長  和 田 裕 行   

 

工 事 番 号 令和 3年度 第 3703－8001号 

工 事 名 称 Ｒ3彦根市スポーツ･文化交流センター排水設備工事 

工 事 場 所 彦根市 小泉町 

工 事 概 要 

 排水設備工 

  ・排水ポンプ設置 4基 

 土工 一式 

 機械・電気設備工 一式 

 付帯工 一式 

施 工 期 間 契約締結日の翌日から令和 4年 2月 25日まで 

予 定 価 格 事後公表とする。 

最 低 制 限 価 格 有 

見積内訳書の提出 要 

発 注 工 事 種 別 機械器具設置工事 

入 札 参 加 方 式 単体のみ 

入 札 参 加 資 格 

本工事の競争入札参加資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満た

している者であること。 

(1) 入札日の時点で、代表者が本入札に参加する他の入札参加者の代

表者を兼ねていないこと。 

(2) 令和 3年度彦根市建設工事等入札参加資格者名簿(以下「有資格者

名簿」という。)の機械器具設置工事に登録されている者であること。 

(3) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 15 条の規定による機械器具

設置工事業に係る特定建設業の許可を有する者であること。 

(4) 有資格者名簿に登録されている本店または支店、営業所等が、審査

基準日(令和 3年 1月 1日)の前 1年を超える日から引き続いて滋賀県

内に有する者であること。 

(5) 有資格者名簿に登録されている機械器具設置工事に係る審査事項

評点数が 730点以上であること。 

(6) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に

該当しない者であること。 

(7) 彦根市入札参加停止措置に関する要綱(令和元年彦根市告示第 104

号)に基づく入札参加停止措置期間中でないこと。 

(8) 彦根市入札参加資格者実態調査実施要綱(平成 26 年彦根市告示第

258号)に基づく改善指導を受けた場合、既に改善済みであることが確
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認されている者であること。 

(9) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立

て、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申

立て、会社法(平成 17年法律第 86号)に基づく清算の開始または破産

法(平成 16年法律第 75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

(10) 手形交換所により取引停止処分を受けている等、経営状況が著し

く不健全な者でないこと。 

(11) 建設業法第 28 条第 3 項の規定による営業停止処分の措置期間中

でないこと。 

(12) 次のアからオまでの要件に該当する者であること。 

ア 役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合は

その役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から市との取

引上の一切の権限を委任された代理人を含む。以下「役員等」とい

う。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年

法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」

という。)でないこと。 

イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条

第 2号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。)または暴

力団員が経営に実質的に関与していないこと。 

ウ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的ま

たは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を

利用するなどしていないこと。 

エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、便宜

を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に

協力し、または関与していないこと。 

オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係

を有していないこと。 

(13) 当該工事について、建設業法第 26 条、設計図面、仕様書等に定

める主任技術者または監理技術者、現場代理人等を適正に配置するこ

とができる者であること。 

(14) 次に掲げる当該工事に係る設計業務等の受託者または当該受託

者と資本または人事面において関連がある者でないこと。 

   有限会社淡水技研 

「当該受託者と資本または人事面において関連がある者」とは、次

のアまたはイのいずれかに該当する者とする。 

ア 申請者が当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株

式を有し、またはその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をし

ている者 

イ 申請者の役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている
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者 

契約条項の閲覧場所 彦根市総務部契約監理室 

設計図面、仕様書等 

の 取 得 方 法 

設計図面、仕様書等の配布については、原則、彦根市入札情報公開シ

ステムからダウンロードし、取得すること。 

設計図面、仕様書等に

対する質問受付方法 

(1) 設計図面、仕様書等について質問がある場合には、その旨を記載し

た書面(様式は任意)を次のとおり持参すること。 

ア 受付期間： 令和 3 年 9 月 17 日から同年 9 月 27 日まで(彦根市

の休日を定める条例(平成 2 年彦根市条例第 12 号)第

1 条に規定する休日(以下「彦根市の休日」という。)

を除く。)の午前 9時から午後 5時まで(正午から午後

1時までを除く。) 

イ 受付場所： 彦根市歴史まちづくり部市街地整備課 

(2) 質問に対する回答は、下記の期日に窓口にて公開し、または彦根市

入札情報公開システムにより、インターネットにおいて公表する。 

  公開日： 令和 3年 9月 29日 

公開場所： 彦根市歴史まちづくり部市街地整備課 

現 地 説 明 現地説明は、行わない。 

入札書等提出方法 

(1) 彦根市電子入札システムにより次の書類を添付して送信するこ

と。 

添付書類：見積内訳書(指定様式) 

条件付一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査用) 

(2) 前号の規定にかかわらず、彦根市建設工事等電子入札実施要領第

7 条第 2 項の規定により、電子入札システムが利用できなくなった者

で、入札を紙入札により行おうとする者は、入札書受付締切日時まで

に紙入札参加届出書を彦根市総務部契約監理室に持参すること。届出

を受理した場合に限り、紙入札を行うことができるものとする。 

(3) 紙入札の場合は、入札者の住所および商号または名称、開札日、工

事等名称および「入札書在中」と記載した封筒に、入札書・見積内訳

書・条件付一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査用)を封入の

上、入札使用印で封印し、彦根市総務部契約監理室に持参すること。 

(4) 提出された入札書および添付書類を書き換え、引き換え、または撤

回することはできない。 

入札書受付期間等 

(1) 受付期間： 令和 3 年 10 月 1 日午前 9 時から同年 10 月 4 日午後

5時まで 

(2) 受付方法： 彦根市電子入札システム内とする。ただし、紙入札に

よる場合は、彦根市総務部契約監理室に持参すること。

この場合の受付時間は、午前 9時から午後 5時まで(正

午から午後 1時までを除く。)とする。 

入 札 参 加 辞 退 入札書提出後、入札参加者が他の案件を落札し、当該入札案件に配置 
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予定であった技術者を配置できなくなった場合は、開札日時までに辞退

届を書面で提出して辞退することができる。 

見 積 内 訳 書 

見積内訳書は、指定様式とし、次の事項を記載すること。ただし、入

札書と見積内訳書記載の金額は、一致させること。 

(1) 入札者の住所、商号または名称および代表者氏名 

(2) 工事名称 

(3) 工事費見積内訳 

入 札 方 法 等 

(1) 彦根市電子入札システムを使用して行う電子入札とする。 

(2) 契約書案、設計図書、仕様書、彦根市契約規則(昭和 44 年彦根市

規則第 33号)、彦根市建設工事等電子入札実施要領等を熟知の上入札

すること。 

(3) 入札回数は原則 2 回(再度入札)までとするが、必要と認める場合

は、3回(再々度入札)まで行うものとする。 

(4) 初度の入札で予定価格と最低制限価格の範囲となる額の入札がな

い場合は、再度入札を行うものとする。 

(5) 初度の入札において入札に参加しなかった者および無効の入札を

した者は、再度入札に参加できないものとする。 

(6) 最低制限価格未満の入札をした者は、失格とし、再度入札に参加で

きないものとする。 

(7) 再度入札において、無効の入札をした者および最低制限価格未満

の入札をした者は、再々度入札に参加できないものとする。 

(8) 再度入札で予定価格と最低制限価格の範囲となる額の入札がない

場合は、必要に応じて再々度入札を行うものとする。 

開 札 日 時 令和 3年 10月 5日 午前 9時 30分執行 

開 札 場 所 彦根市総務部契約監理室 

落 札 決 定 の 保 留 
開札後に競争参加資格の審査を行うため、落札決定を保留することが

ある。 

競争参加資格の確認 

落札候補者については競争参加資格の審査を行うが、競争参加資格が

ないと認められた者のした入札は無効とし、次に低い価格を提示した落

札候補者について審査を行うものとする。以下同様に、入札参加資格を

満たす者が確認できるまで審査を行うものとする。 

入 札 結 果 の 公 表 
落札決定後、速やかに彦根市入札情報公開システムにおいて公表す

る。 

入 札 の 無 効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札 

(2) 同一事項の入札について、2以上の意思表示をした入札 

(3) 談合その他不正の行為があったと認められる入札 

(4) 入札保証金を必要とする入札で、入札保証金を所定の日までに納

付しないで行った入札またはその納付額が所定の金額に満たない入
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札 

(5) 入札書記載の金額、氏名、押印(電子入札にあっては、入札者の電

子署名または当該電子署名に係る電子証明書)その他入札要件の記載

が確認できない入札 

(6) 入札書記載の金額を加除訂正した入札(紙入札の場合) 

(7) 入札書に見積内訳書ほか添付を必要とする書類が添付されていな

い入札 

(8) 指定様式以外の見積内訳書を添付した入札 

(9) 必要事項が記載されていない見積内訳書を添付した入札 

(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

(11) 入札書が所定の日時を過ぎて到着した入札 

(12) その他入札に関する条件に違反した入札 

入 札 保 証 金 免除 

契 約 保 証 金 

(1) 金銭的保証を付すこと。 

(2) 落札価格の 10％以上を納付すること。ただし、落札価格の 10％以 

上に相当する保証事業会社または金融機関の保証をもって納付に代

えることができる。 

(3) 落札価格の 10％以上に相当する債務の不履行により生ずる損害を

塡補する履行保証保険契約の締結または債務の履行を保証する公共

工事履行保証証券による保証を付した場合、契約保証金の納付を免除

する。 

契約不適合責任期間 

お よ び 保 証 金 

(1) 期間 引渡しの日から 24箇月 

(2) 保証金 免除 

前 金 払 有(彦根市契約規則第 64条の規定による。) 

中 間 前 金 払 

(1) 有(彦根市契約規則第 66条の 2の規定による。) 

(2) 中間前金払と次項に定める部分払(債務負担行為等に係る契約に

おける各年度末の部分払を除く。)の併用はできない(彦根市契約規則

第 66条の 3および第 67条の規定による。)。 

部 分 払 有(彦根市契約規則第 67条の規定による。) 

そ の 他 留 意 事 項 

(1) 契約書案、設計図書、仕様書、彦根市契約規則、彦根市条件付一般

競争入札実施要領および彦根市電子入札実施要領、彦根市電子入札シ

ステム共通事項、入札遵守事項(電子入札)等を熟知の上、入札するこ

と。 

(2) この入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律(昭和 22年法律第 54号)その他の法令の定めに抵触する行為

を行ってはならない。 

(3) この公告の公表の日から契約の締結までの間に、前記の入札参加

資格に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者とは、契約を締結

しない。 
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(4) 落札者は、落札決定の通知を受けたときは、前記の契約保証金に記

載した履行保証措置を講じた上、10日以内に契約書を契約担当者に提

出すること。 

(5) 建設労働者の確保および適正な賃金等労働条件の改善に留意し、

労働災害の防止に留意すること。 

(6) 工事施工に際し、下請け、役務の提供、資材の調達等について、優

先的に市内業者の活用に努めること。 

 



様式第5号の１（第2条関係） （一般 工43）

工事等担当課： 清掃センター

入  札  方  式 条件付一般競争入札(事後審査型)

工  事  種  別 清掃施設工事

工     事     名 衛生処理場定期整備工事

工  事  概  要

入 札 参 加 資 格

入札参加資格設定の

経緯および理由

入札参加資格の対象者数 　21者

入 札 参 加 者 数 　1者

予定価格(税込み)

最低制限価格(税込み)

落札価格(税込み)

落     札     率 　98.64%

入札の経過および結果 公告日

入札日

契約日

入札者 1回目 2回目 随意契約

浅野アタカ㈱大阪支店 68,900,000 落札

契約の相手方 浅野アタカ株式会社　　支店長  生島　栄一

相手方の住所 大阪府大阪市此花区西九条五丁目3番28号

契約締結日

工　　　期 令和3年9月17日から令和4年3月18日まで

契 約 金 額

抽出事案説明書(一般競争入札用)

・清掃施設設備機器分解整備および点検　　一式

(1)生し尿用夾雑物除去装置分解整備(細目スクリーン・スクリュープレス)

　部品交換(標準および標準外)、塗装、組立、試運転調整等

(2)夾雑物搬送装置・脱水汚泥搬送(Ａ)(Ｂ)　点検整備

　部品交換(ガイドスクリュー・軸受・駆動チェーン等)、組立、試運転調整等

(3)オゾン発生設備コンプレッサー更新整備

　№1コンプレッサー：エレメント、フィルタ、パッキン、オイル関連交換整備

　№2コンプレッサー：新品取替更新

(4)汚泥脱水機(Ａ・Ｂ号機)・投入槽破砕機(生し尿Ａ・浄化槽汚泥用Ａ各1台)　分

解整備

　部品交換(標準および標準外)、組立、試運転調整等

(5)曝気ブロワインバータ更新整備(Ａ・Ｃ・Ｄ)

　機器交換(後継機種)、試運転調整等

(6)脱水凝集剤供給機分解整備

　部品交換(計量部ユニット・減速機付可変モーター・エアー配管ユニット等)、組

立、試運転調整等

(7)ろ過器本体塗装整備　一式

　ろ過器本体(３基分)の銅板外面、調圧塔等塗装

(8)加圧浮上槽汚泥掻寄機更新整備　一式

　部品交換(汚泥搔寄機シャフト・レーキ、センターウェル、同支持材、仕切弁等

の機器および架台、歩廊・手摺り等の付帯設備)、組立、試運転調整等

入札公告記載の参加資格のとおり

　令和3年度条件付一般競争入札の発注基準では、当該工種については案件による

別途指定としていることから、令和3年度彦根市建設工事等入札参加資格者名簿の

清掃施設工事に登録されており、かつ、有資格者名簿に登録されている審査事項評

点数が900点以上であることを入札参加資格とするもの

　76,837,200円(税込み) ／　69,852,000円(税抜き)

備考

当初契約の内容

令和3年9月16日

　75,790,000円(税込み)

　63,826,000円(税込み) ／　58,023,636円(税抜き)

　75,790,000円(税込み) ／　68,900,000円(税抜き)

令和3年8月20日

令和3年9月7日

令和3年9月16日

入札金額(税抜き)
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条件付一般競争入札(事後審査型)の実施について  

下記の工事請負契約について、次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行うので、地方

自治法施行令(昭和 22 年政令第 16号)第 167 条の 6の規定により公告する。 

令和 3年 8月 20 日 

彦根市長  和 田 裕 行   

 

工 事 番 号 令和 3年度 第 2706－4002 号 

工 事 名 称 衛生処理場定期整備工事 

工 事 場 所 彦根市開出今町 1330 番地 

工 事 概 要 

 ・清掃施設設備機器分解整備および点検  一式 

 ・ろ過器本体塗装整備          一式 

 ・加圧浮上槽汚泥掻寄機更新整備     一式 

施 工 期 間 契約締結日の翌日から令和 4年 3月 18 日まで 

予 定 価 格 事後公表とする。 

最 低 制 限 価 格 有 

見積内訳書の提出 要 

発 注 工 事 種 別 清掃施設工事 

入 札 参 加 方 式 単体のみ 

入 札 参 加 資 格 

本工事の競争入札参加資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満た

している者であること。 

(1) 入札日の時点で、代表者が本入札に参加する他の入札参加者の代

表者を兼ねていないこと。 

(2) 令和 3年度彦根市建設工事等入札参加資格者名簿(以下「有資格者

名簿」という。)の清掃施設工事に登録されている者であること。 

(3) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 15 条の規定による清掃施設

工事業に係る特定建設業の許可を有する者であること。 

(4) 有資格者名簿に登録されている清掃施設工事に係る審査事項評点

数が 900 点以上であること。 

(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に

該当しない者であること。 

(6) 彦根市入札参加停止措置に関する要綱(令和元年彦根市告示第 104

号)に基づく入札参加停止措置期間中でないこと。 

(7) 彦根市入札参加資格者実態調査実施要綱(平成 26 年彦根市告示第

258 号)に基づく改善指導を受けた場合、既に改善済みであることが確

認されている者であること。 

(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立

て、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申

立て、会社法(平成 17 年法律第 86号)に基づく清算の開始または破産

法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされて
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いる者でないこと。 

(9) 手形交換所により取引停止処分を受けている等、経営状況が著し

く不健全な者でないこと。 

(10) 建設業法第 28 条第 3 項の規定による営業停止処分の措置期間中

でないこと。 

(11) 次のアからオまでの要件に該当する者であること。 

ア 役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合は

その役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から市との取

引上の一切の権限を委任された代理人を含む。以下「役員等」とい

う。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年

法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」

という。)でないこと。 

イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条

第 2号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。)または暴

力団員が経営に実質的に関与していないこと。 

ウ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的ま

たは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を

利用するなどしていないこと。 

エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、便宜

を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に

協力し、または関与していないこと。 

オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係

を有していないこと。 

(12) 当該工事について、建設業法第 26 条、設計図面、仕様書等に定

める主任技術者または監理技術者、現場代理人等を適正に配置するこ

とができる者であること。 

契約条項の閲覧場所 彦根市総務部契約監理室 

設計図面、仕様書等 

の 取 得 方 法 

設計図面、仕様書等の配布については、原則、彦根市入札情報公開シ

ステムからダウンロードし、取得すること。 

設計図面、仕様書等に

対する質問受付方法 

(1) 設計図面、仕様書等について質問がある場合には、その旨を記載し

た書面(様式は任意)を次のとおり持参すること。 

ア 受付期間： 令和 3 年 8 月 20 日から同年 8 月 30 日まで(彦根市

の休日を定める条例(平成 2 年彦根市条例第 12 号)第

1 条に規定する休日(以下「彦根市の休日」という。)

を除く。)の午前 9時から午後 5時まで(正午から午後

1時までを除く。) 

イ 受付場所： 彦根市清掃センター衛生処理場 

(2) 質問に対する回答は、下記の期日に窓口にて公開し、または彦根市

入札情報公開システムにより、インターネットにおいて公表する。 
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  公開日： 令和 3年 9月 1日 

公開場所： 彦根市清掃センター衛生処理場 

現 地 説 明 現地説明は、行わない。 

入札書等提出方法 

(1) 彦根市電子入札システムにより次の書類を添付して送信するこ

と。 

添付書類：見積内訳書(指定様式) 

条件付一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査用) 

(2) 前号の規定にかかわらず、彦根市建設工事等電子入札実施要領第

7 条第 2 項の規定により、電子入札システムが利用できなくなった者

で、入札を紙入札により行おうとする者は、入札書受付締切日時まで

に紙入札参加届出書を彦根市総務部契約監理室に持参すること。届出

を受理した場合に限り、紙入札を行うことができるものとする。 

(3) 紙入札の場合は、入札者の住所および商号または名称、開札日、工

事等名称および「入札書在中」と記載した封筒に、入札書・見積内訳

書・条件付一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査用)を封入の

上、入札使用印で封印し、彦根市総務部契約監理室に持参すること。 

(4) 提出された入札書および添付書類を書き換え、引き換え、または撤

回することはできない。 

入札書受付期間等 

(1) 受付期間： 令和 3 年 9 月 3 日午前 9 時から同年 9 月 6 日午後 5

時まで 

(2) 受付方法： 彦根市電子入札システム内とする。ただし、紙入札に

よる場合は、彦根市総務部契約監理室に持参すること。

この場合の受付時間は、午前 9時から午後 5時まで(正

午から午後 1時までを除く。)とする。 

入 札 参 加 辞 退 

入札書提出後、入札参加者が他の案件を落札し、当該入札案件に配置 

予定であった技術者を配置できなくなった場合は、開札日時までに辞退

届を書面で提出して辞退することができる。 

見 積 内 訳 書 

見積内訳書は、指定様式とし、次の事項を記載すること。ただし、入

札書と見積内訳書記載の金額は、一致させること。 

(1) 入札者の住所、商号または名称および代表者氏名 

(2) 工事名称 

(3) 工事費見積内訳 

入 札 方 法 等 

(1) 彦根市電子入札システムを使用して行う電子入札とする。 

(2) 契約書案、設計図書、仕様書、彦根市契約規則(昭和 44 年彦根市

規則第 33号)、彦根市建設工事等電子入札実施要領等を熟知の上入札

すること。 

(3) 入札回数は原則 2 回(再度入札)までとするが、必要と認める場合

は、3回(再々度入札)まで行うものとする。 

(4) 初度の入札で予定価格と最低制限価格の範囲となる額の入札がな
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い場合は、再度入札を行うものとする。 

(5) 初度の入札において入札に参加しなかった者および無効の入札を

した者は、再度入札に参加できないものとする。 

(6) 最低制限価格未満の入札をした者は、失格とし、再度入札に参加で

きないものとする。 

(7) 再度入札において、無効の入札をした者および最低制限価格未満

の入札をした者は、再々度入札に参加できないものとする。 

(8) 再度入札で予定価格と最低制限価格の範囲となる額の入札がない

場合は、必要に応じて再々度入札を行うものとする。 

開 札 日 時 令和 3年 9月 7日 午前 9時 00 分執行 

開 札 場 所 彦根市総務部契約監理室 

落 札 決 定 の 保 留 
開札後に競争参加資格の審査を行うため、落札決定を保留することが

ある。 

競争参加資格の確認 

落札候補者については競争参加資格の審査を行うが、競争参加資格が

ないと認められた者のした入札は無効とし、次に低い価格を提示した落

札候補者について審査を行うものとする。以下同様に、入札参加資格を

満たす者が確認できるまで審査を行うものとする。 

入 札 結 果 の 公 表 
落札決定後、速やかに彦根市入札情報公開システムにおいて公表す

る。 

入 札 の 無 効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札 

(2) 同一事項の入札について、2以上の意思表示をした入札 

(3) 談合その他不正の行為があったと認められる入札 

(4) 入札保証金を必要とする入札で、入札保証金を所定の日までに納

付しないで行った入札またはその納付額が所定の金額に満たない入

札 

(5) 入札書記載の金額、氏名、押印(電子入札にあっては、入札者の電

子署名または当該電子署名に係る電子証明書)その他入札要件の記載

が確認できない入札 

(6) 入札書記載の金額を加除訂正した入札(紙入札の場合) 

(7) 入札書に見積内訳書ほか添付を必要とする書類が添付されていな

い入札 

(8) 指定様式以外の見積内訳書を添付した入札 

(9) 必要事項が記載されていない見積内訳書を添付した入札 

(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

(11) 入札書が所定の日時を過ぎて到着した入札 

(12) その他入札に関する条件に違反した入札 

入 札 保 証 金 免除 

契 約 保 証 金 (1) 金銭的保証を付すこと。 
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(2) 落札価格の 10％以上を納付すること。ただし、落札価格の 10％以 

上に相当する保証事業会社または金融機関の保証をもって納付に代

えることができる。 

(3) 落札価格の 10％以上に相当する債務の不履行により生ずる損害を

塡補する履行保証保険契約の締結または債務の履行を保証する公共

工事履行保証証券による保証を付した場合、契約保証金の納付を免除

する。 

契約不適合責任期間 

お よ び 保 証 金 

(1) 期間 引渡しの日から 12箇月 

(2) 保証金 免除 

前 金 払 有(彦根市契約規則第 64条の規定による。) 

中 間 前 金 払 

(1) 有(彦根市契約規則第 66条の 2の規定による。) 

(2) 中間前金払と次項に定める部分払(債務負担行為等に係る契約に

おける各年度末の部分払を除く。)の併用はできない(彦根市契約規則

第 66条の 3および第 67条の規定による。)。 

部 分 払 有(彦根市契約規則第 67条の規定による。) 

そ の 他 留 意 事 項 

(1) 契約書案、設計図書、仕様書、彦根市契約規則、彦根市条件付一般

競争入札実施要領および彦根市電子入札実施要領、彦根市電子入札シ

ステム共通事項、入札遵守事項(電子入札)等を熟知の上、入札するこ

と。 

(2) この入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律(昭和22年法律第54号)その他の法令の定めに抵触する行為

を行ってはならない。 

(3) この公告の公表の日から契約の締結までの間に、前記の入札参加

資格に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者とは、契約を締結

しない。 

(4) 落札者は、落札決定の通知を受けたときは、前記の契約保証金に記

載した履行保証措置を講じた上、10日以内に契約書を契約担当者に提

出すること。 

(5) 建設労働者の確保および適正な賃金等労働条件の改善に留意し、

労働災害の防止に留意すること。 

(6) 工事施工に際し、下請け、役務の提供、資材の調達等について、優

先的に市内業者の活用に努めること。 

 



様式第5号の3（第2条関係） (随契 工2)

工事等担当課： 清掃センター

入  札  方  式 随意契約

工  事  種  別 機械器具設置工事

工     事     名 ごみ焼却場定期整備工事

工  事  概  要

随意契約とした

理　　　　　由

予定価格(税込み)

落札価格(税込み)

落     札     率 　96.25%

随意契約の経過および 見積依頼通知日

結果 見積書提出期限

契約日

業者名 1回目 2回目 随意契約

住友重機械エン

バイロメント㈱

大阪支店

　 120,000,000 落札

契約の相手方 住友重機械エンバイロメント株式会社 大阪支店　　支店長  井本　秀樹

相手方の住所 大阪府大阪市北区中之島2丁目3番33号

契約締結日

工　　　期 令和3年8月26日から令和4年3月17日まで

契 約 金 額

令和3年8月25日

　132,000,000円(税込み)

令和3年7月29日

令和3年8月16日

令和3年8月25日

見積金額(税抜き)
備考

当初契約の内容

　132,000,000円(税込み)

抽出事案説明書(随意契約用)

・1号・2号・3号焼却設備補修　各一式

     再燃焼室、ガス冷却室の耐火物補修、耐火物・躯体の点検、内部清掃

・1号調温塔・バグフィルター点検整備　一式

    調温塔内部清掃・躯体の点検・腐食部鋼板補修

    パルスエアー管・煙道ダクト腐食部補修、天井マンホール外蓋・内蓋パッキン取替

    クリーンルーム内部の腐食部鋼板補修及び耐熱耐酸塗装

・2号・3号バグフィルター点検整備　 各一式

 　パルスエアー管・煙道ダクト腐食部補修、天井マンホール外蓋・内蓋パッキン取替

     クリーンルーム内部の腐食部鋼板補修及び耐熱耐酸塗装

・1号バグフィルター出口ダクト補修　一式

    バグフィルター出口エキスパンション上下部煙道補修および耐熱耐酸塗装

・2号再燃バーナー　１台更新

・ごみ・灰クレーン点検整備　各一式

   作動油・潤滑油、サクションストレーナー交換・内部点検

・ＨＣＬ、煤塵、排ガス分析計　消耗部品の交換、内部点検

・誘引通風機モーターベアリング交換　 一式

   モータ内部のベアリング、ギアカップリング用パッキンの取替

・混練機内部のパドル軸、パドル羽根、軸受、スプロケット、ギアの取替

・火格子　先端・サイド火格子の納入

　本市ごみ焼却施設の稼動に際しては、改良工事実施前に地元４町自治会に、運転時における排

ガスのダイオキシン類等の排出基準について、法の基準値より厳しい基準をクリアすること(性能

保証値)を示し、遵守していくことで了承を得ており、この性能保証値は本施設が存続する限り遵

守継続していかなければならないものです。

　一方、当該施設は、メーカーの高度な独自技術が導入され、構成する各設備機器、装置が一連

のシステムとして連携して稼動しているものであり、上記の性能保証値をクリアして設備を維持

していくためには、運転管理から施設の点検および整備等においてもメーカーのノウハウが必要

とされることから、改良工事の施工業者である住友重機械工業㈱の維持管理を専門とする系列会

社である下記の業者と、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約をするもので

す。

　137,148,000円(税込み) ／　124,680,000円(税抜き)

／　120,000,000円(税抜き)



様式第5号の2（第2条関係） (指名 委11)

工事等担当課： 道路河川課

入  札  方  式 指名競争入札

工  事  種  別 委託(土木)

工     事     名 今橋ほか橋梁修繕詳細設計委託業務

工  事  概  要

入 札 参 加 資 格

入札参加資格設定の

経緯および理由

入札参加資格の対象者数 　9者

入 札 参 加 者 数 　5者

予定価格（税込み）

最低制限価格（税込み）

落札価格（税込み）

落     札     率 　79.54%

入札の経過および結果 指名通知日

入札日

契約日

入札者 1回目 2回目 随意契約

牧草総合設計㈱滋賀支店 10,523,000 　 落札
キタイ設計㈱彦根事務所 10,579,000 　

㈱石居設計 10,624,000
構造物設計㈱滋賀営業所 11,920,000
パシフィックコンサルタンツ㈱滋賀事務所 13,230,000
中央コンサルタンツ㈱滋賀事務所 ー 辞退
大日本コンサルタント㈱滋賀営業所 ー 辞退

㈱長大滋賀営業所 ー 辞退
㈱エイト日本技術開発滋賀事務所 ー 辞退

契約の相手方 牧草総合設計株式会社　滋賀支店　支店長  円城　伸彦

相手方の住所 彦根市大東町13番1号(上野第2ビル)

契約締結日

工　　　期 令和3年8月28日から令和4年2月28日まで

契 約 金 額

　11,530,200円(税込み) ／　10,482,000円(税抜き)

抽出事案説明書（指名競争入札用）

・橋梁修繕詳細設計（コンクリート橋）：今橋　１橋

・橋梁修繕詳細設計（コンクリート橋）：無名橋285　１橋

※法定点検結果および長寿命化修繕計画に基づく修繕詳細設計

　鋼構造及びコンクリート部門の土木関係建設コンサルタント業務で登録のある業

者で、今年度に歩掛に係る見積りを依頼した10者のうち、提出のあった9者を選定

する。

　本件に関する歩掛に係る見積依頼をした業者を選定するに当たっては、地元企業

優先発注の観点から、まずは、市内業者および準市内業者4者を選定する。

　さらに、入札の競争性を確保する観点から、10者以上の参加者となるよう上記に

加え県内業者を選定するものである。

　14,553,000円(税込み) ／　13,230,000円(税抜き)

備考

当初契約の内容

令和3年8月27日

　11,575,300円(税込み)

　11,575,300円(税込み) ／　10,523,000円(税抜き)

令和3年7月29日

令和3年8月18日

令和3年8月27日

入札金額（税抜き）


